
神戸市２歳児定期預かり事業運営費補助等に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，神戸市２歳児定期預かり事業実施要綱に基づき，神戸市２歳児定期

預かり事業（以下「事業」という。）を行う私立幼稚園に対する神戸市２歳児定期預か

り事業運営費補助金（以下「補助金」という。）の交付について，神戸市補助金交付規

則（平成27年3月神戸市規則第38号）に定めがあるもののほか，必要な事項を定めるも

のとする。 

（補助金） 

第２条 市長は，事業実施幼稚園に対し，別表１に定める算式により算定した補助金を交

付する。 

（補助金の申請） 

第３条 幼稚園は，前条の補助金を受けようとするときは，「神戸市２歳児定期預かり事

業運営費補助金交付申請書」（様式第１号）を市長に提出するものとする。 

（補助金の交付決定） 

第４条 市長は，前条の申請書を受理したときは，その内容を審査し，適当と認めたとき 

 は，交付額を決定し，「神戸市２歳児定期預かり事業運営費補助金交付決定通知書」（様

式第２号）により，幼稚園に通知する。 

２ 市長は，補助金交付決定にあたり，必要な条件を付すことができる。 

（補助金の請求） 

第５条 幼稚園は，前条の通知を受けたときは，「神戸市２歳児定期預かり事業運営費補

助金交付請求書」（様式第３号）を市長に提出するものとする。 

（補助金の交付時期） 

第６条 補助金の交付は，別表１に定める方法により計算した額を上半期と下半期に分け

て交付する。 

（施行の細則） 

第７条 この要綱の施行について必要な事項は，こども家庭局長が定める。 

 



附 則 

 この要綱は，平成３０年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（第２条関係） 

 

神戸市２歳児定期預かり事業運営費補助金の算定方法等 

 

＜児童一人あたり日額＞ 

（１）基礎分（８時間までの利用） 1,850 円 

 

（２）長時間加算 

    ・超えた時間が２時間未満       230 円 

    ・超えた時間が２時間以上３時間未満  460 円 

    ・超えた時間が３時間以上       690 円 

     

   実施要綱に定める時間を超えて預かりを実施した場合，その人数１人ご

とに加算されます。  

    


